
令和 4年10月 4日 議会のあり方調査検討特別委員会（未定稿） 

１ 

 

午前１０時２９分開会 

○大坂委員長 おはようございます。ただいまから議会のあり方調査検討特別委員会を開

会いたします。以後、着座にて進めさせていただきます。 

 お手元に本日の日程をお配りしております。前回７月７日に当委員会を開催してから３

か月ほど経過しましたので、内容を振り返りながらまた確認をしていきたいと思っており

ます。そのため、本日の委員会につきましても、日程の大項目を前回の委員会の振り返り

と今後の調査についてとさせていただき、具体的な小項目を括弧書き数字で記載をさせて

いただきました。このような進め方でよろしいでしょうか。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○大坂委員長 はい。では、そのような形で進行させていただきます。 

 最初に（１）タブレットの使用等についてです。前回の当委員会から、他の委員会に先

駆けて試行でタブレットの使用を開始いたしました。なお、今回予算・決算特別委員会の

総括質疑の際にも、試行でタブレットを使用許可可能とすることになりました。本日もタ

ブレットを使って進めていきたいと思っております。よろしいですか。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○大坂委員長 はい。で、前回の委員会での質疑を受けて、事務局から説明がありました

ら説明をお願いいたします。 

○安田次長 それでは、本日は区議会事務局資料１をご用意いたしましたので、こちらを

ご覧いただきながら、現在のこの区議会におけるタブレットの使用状況、そして、今後、

執行機関側とどのような形で資料をペーパーレスで共有をしていくかという、そういった

方向性等について、私のほうからご説明を申し上げます。 

 まず、こちらの事務局資料１の現状というのをご覧ください。こちらは現在この８階の

委員会室には区議会のＷｉ－Ｆｉ、これが無線ＬＡＮとして構築をされているわけでござ

いますが、この区議会のＷｉ－Ｆｉには、理事者、執行機関側のほうの持っております全

庁ＬＡＮパソコン、これはこのＷｉ－Ｆｉに入ることができないという状況でございます。

したがいまして、このクラウドのサイドブックスのほうに議員の皆様にご覧いただくよう

な資料を格納しても、これは区議会のＷｉ－Ｆｉによって議員の皆様のタブレットでご覧

いただくという状況で、理事者が持っております全庁ＬＡＮのパソコンでは、このクラウ

ドを見ることができないという状況でございます。また、同時に傍聴者の皆様にも、現在

は紙ベースで資料をお配りして、ご覧いただいているという状況でございます。 

 次に、２枚目のリプレース後という資料をお開きいただきますと、こちら、この８階の

委員会室に区の執行機関がこのクラウドのサイドブックスにアクセスできるように、自分

たちが持っている全庁ＬＡＮのパソコン、その端末を、区のＷｉ－Ｆｉ、全庁ＬＡＮのＷ

ｉ－Ｆｉで経由をしてこのサイドブックスにアクセスできるような、そういう環境整備を

すれば、議員の皆様は議会のＷｉ－Ｆｉでタブレット端末でご覧いただくと。区の理事者

は全庁ＬＡＮの端末、こちらの端末で区のＷｉ－Ｆｉを使って、こちらのクラウドのサイ

ドブックスのほうを閲覧するといった形で、資料の共有ができるというものでございます。 

 なお、傍聴者の皆様におかれましては、今後の課題として、例えばタブレットをお貸し

して端末でご覧いただくということも考え得ると思いますが、現在は、傍聴者の方、人数

が多いようなときもございますので、紙ベースの資料でご覧を頂くということを想定して
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いるものでございます。 

 このリプレース後、このようスキームでペーパーレスで委員会における資料の共有、そ

ういったものを目指していくということを、現在、私ども事務局として想定をしていると

ころでございまして、具体にＩＴ推進課のほうにこのような想定での今後の展開、これを

今現在ＩＴ推進課が進めております全庁ＬＡＮのリプレースの中に、この８階委員会室に

おける全庁ＬＡＮの導入、これも織り込んでもらうように要望をいたしました。そして、

ＩＴ推進課のほうでは、技術的な検証も含めまして、これを来年度の予算に反映をしてい

くという予定でございます。 

 ただし、１点、今、課題になっておりますのは、ご案内のように世界的に今半導体が不

足しているという状況があるということでございまして、ＩＴ推進課のほうからも、この

半導体不足の影響によって全庁ＬＡＮの執行機関側のリプレースの作業にも影響を及ぼし

ているということでございまして、したがいまして、新年度、この委員会室にこの全庁Ｌ

ＡＮが実装できるようになる、そういったスケジュールの見通しが、現在なかなか、見通

しとしては早い段階での導入が難しいということでございまして、ただ、今後、半導体不

足が改善をされていく状況の中で、なるべく早い段階で、この８階の委員会室に全庁ＬＡ

Ｎ、Ｗｉ－Ｆｉを導入をしてもらいたいということは私どものほうから申入れをしている

ところでございますので、したがいまして、現在このＬＡＮの、いわゆる執行機関側の理

事者が自分たちの端末でペーパーレスで委員会資料を見るということも、今後、具体に進

んでいけるというふうに認識をしているところでございます。 

 本件、ご説明は以上でございます。 

○大坂委員長 はい。全庁ＬＡＮのリプレースがあればまた状況というのは大きく変わっ

ていくだろうという見通しの説明だと思います。この点について各委員の皆様から何かご

意見、質問等ありますでしょうか。 

○大串委員 今度の総括のときにタブレットを持ち込んで利用できるという委員長からあ

りましたけれども、その段階ではまだ理事者のほうは、だからそのあれを見ることができ

ない。よって、理事者のほうには、いつもどおり例年と同じように冊子にして配るという

ことですよね。 

 で、一つ提案なんですけれども、あの大きな画像を映す、あそこに、例えば委員さんの

ほうから何ページの何となったらそこに映して、理事者もすぐそれで共有できるようにし

たらいいんじゃないかなと思うんだけど、それはどうなんでしょうか。都計審のときにや

っているような。 

○安田次長 ただいまの大串委員のご提案、もちろん技術的にただいまご指摘がありまし

たこちらのモニターを使って、そちらにいわゆる分科会の報告書ですね、これを映すとい

うことはこれは可能というふうに思っております。ただ、若干ちょっと、このスペース的

に、今この委員会室のレイアウトですとか、そういったところから、少し、例えば理事者

のほうにこのモニターを寄せて配置をするとか、若干見づらいところもありますので、そ

れを補完する形で、例えば理事者が紙を持ってくるとか、そういったことは現実には恐ら

くあるのではないかというふうに思うところでございまして、また、ただいまご提案の件

は、また予算・決算特別委員長と、そこはまたご相談という形になろうかと思います。 

 以上でございます。 



令和 4年10月 4日 議会のあり方調査検討特別委員会（未定稿） 

３ 

 

○大串委員 レイアウトの関係でまた相談しなくちゃいけないよということなんですけど

も、ぜひ、せっかくああいうモニターが入っていても、使うのは都計審ぐらいじゃないの。

ねえ。せっかくこれから議会としてもペーパーレスに向けてやっていこうよということで

このタブレットの導入もしたわけですから、理事者側がそれに対応できないということは

残念なことですので、リプレースのことは今説明がありましたんで、ただそれが何年にな

るか分からないというんで、それまでの間は最大限あのモニターも活用しながらできたら

いいなと思うんで、今、答弁があったとおり、検討のほうをよろしくお願いしたいと思い

ます。 

○安田次長 ただいまの大串委員のご提案、受け止めをさせていただいて、また特別委員

会の委員長ともご相談をさせてまいりたいと思います。 

 それが１点と、あともう一回、念のためまた補足で恐縮なんですが、こちらの委員会室

にＬＡＮ環境を構築していただくスケジュール、これ、先ほど半導体不足の影響で、なか

なかちょっとすぐにはというわけにはいかないという説明を受けたというふうに申し上げ

ましたが、私どもとしては、来年度、来年度早々というわけにいかなくても、やはり来年

度中にはなるべく早い時期で導入をしていただくような、そういう働きかけを引き続きし

てまいりますので、また今後、具体に進捗がございましたら、改めてまたご報告をさせて

いただきたいと思います。 

○大串委員 今、来年度の話がありまして予算化の話もありました。この予算化について

は、議会としてどういう予算を来年度要望していくのかという点については、ぜひ各派協

の場で１回各会派全員に諮って、じゃあこれで要望していきましょうという手続を、手順

を１回踏んだほうがよろしいんじゃないかと。よろしくお願いします。 

○安田次長 各派協のほうに事務局の予算をご説明させていただく機会は、今後、各派協

のほうにそういった資料をお出しして、これまでもそういう形を取っておりますけれども、

ご説明をさせていただきます。 

 それで、１点、このＩＴ絡みの予算、いわゆるＬＡＮ環境の構築の経費は、これは執行

機関側につけていただくと。要は、ＩＴ推進課の予算として計上していただくということ

を、ＩＴ推進課と財政課ともそこは確認をしておりまして、そのほうがやはり効率的な予

算執行に資するということでございます。 

○大串委員 何度もになって申し訳ありません。だから、ＩＴ課だからいいんだよという

んじゃなくて、議会に関係する予算ですので、１回そういったのを諮っていただいて、も

ちろんそれを前提として、今、話をされているんだろうけれども、確認のために今質問さ

せていただいたのです。 

○安田次長 区議会事務局、区議会が関わる予算については、またそこは情報提供をさせ

ていただきたいと思います。 

○大串委員 はい。 

○大坂委員長 よろしいですか。この件について、池田委員。 

○池田委員 すみません。今、大串委員から後ろの大きいモニターの件で質問がありまし

た。ちょっと関連なんですけれども、今、事務局の説明だと、傍聴者についてはやっぱり

紙資料を用意するということだったので、多い少ないはあるとは思うんですけれども、事

前に後ろのいつも傍聴者用に置いてある紙というのは、僅かでもペーパーレス化を進める
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んであれば、そこに配置をして、傍聴者に対してはモニターで資料を見てもらうというこ

とがもし可能であれば、そういう検討もしていただきたいと思いますけど、いかがなんで

しょうか。 

○安田次長 傍聴の方にもモニターでご覧いただくということは当然できますので、そこ

も含めて、また今後、具体に検討はさせていただきたいと思います。 

○小川局長 補足を。 

○大坂委員長 事務局長。 

○小川局長 今般、総括質疑の場で使えるタブレットの資料としては、分科会の報告書と

いうことのみでございます。で、将来的にさらにその範囲を広げて、あるいは先ほど説明

があった執行機関側も資料が共有できるようなことになっていけば、例えば、これ将来的

な説明の仕方一つとっても、今回のオープンにする資料というものは本当に文字面だけで

すので、例えばモニターに映してもあまりメリットが出てこないようなものかもしれませ

んが、表とかグラフとか、あるいは何かそういった視覚に訴えかけるようなものについて

は、かなりモニターを使うことによって説明の分かりやすさとか、ペーパーレスに資する

という面からも研究の余地があるのかなというふうに思っておりますので、今回はなかな

かまだまだ資料の範囲が狭いですけれども、今後広がって行く中でいろいろ研究をして、

分かりやすい、そしてペーパーレスにもつながるような対策になっていけばいいのかなと

いうふうに思っておりますので、よろしくお願いいたします。 

○大坂委員長 はい。よろしいですか。 

 小野委員。 

○小野委員 今、リプレース後のクラウドの話になったんですけれども、これ、リプレー

スして理事者も一緒にタブレットを使うという前提で委員会への持込みを可というふうに

考えていらっしゃるのか、それとも理事者は理事者で従来どおりの方法で委員会に来てい

ただいて、そして議員は今持っているこのタブレットで委員会資料を閲覧するのかという

ところだと、どちらの方向に今動いているんでしょうか。 

○安田次長 リプレース後、こちらの委員会室に全庁ＬＡＮ環境を構築した後は、理事者

は自分たちのパソコン、全庁ＬＡＮの端末を持ち込んで、それで資料を閲覧するというこ

とを想定しております。 

○小野委員 ちょっと聞き方が悪かったですね。理事者の準備が整わないと、区議会とし

ても、このタブレットを委員会に持ち込めないのかどうかというところですね。そこにつ

いてはどのように今なっていますか。 

○安田次長 理事者の準備が整わなくても、議員の皆様は既にお持ちのタブレットを委員

会に持ち込んで資料をご覧いただくということはできると思うんですが、そこはまた改め

て議会の中で確認をしていただくと。いわゆるそういった形での議会の運営を行うという

ことについて、議会内で各派の皆様のご確認を取っていただく必要があるというふうに認

識をしております。 

○小野委員 はい、分かりました。ありがとうございます。 

 そうすると、議員のそれぞれのご意見というのを聞いた後で最終的には決めるというこ

とで、今のところどちらに動いているというわけではないということで理解をいたしまし

た。 
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 それから、このクラウドのサイドブックスに理事者もアクセスをするということになっ

ていますけれども、これについても想定なのか、それとも確定でサイドブックスのほうに

ログインをすることになるのかという、これ、どういうふうになっているんでしょうか。 

○安田次長 現在、議員の皆様がこちらのサイドブックスに格納した資料をご覧になると

いう、そういったことを前提にしてこういったスキームを考えておりますので、したがい

まして、理事者もサイドブックスのほうを見ていただくのが一番効果的と、効率的といい

ますか、そういうふうに考えております。 

○小野委員 はい。分かりました。理事者の方からも多分意見を聴取されているとは思う

んですけれども、サイドブックスって多分最小限の資料しか入っていないと思うので、本

当だったら、理事者は自分たちのところがクラウドがもしあったとしたらばそっちにアク

セスをしたほうが、本来だったら仕事としてはやりやすいんじゃないかなと思いましたの

で、ちょっとその辺もどんなふうにされるのか、わざわざサイドブックスにアクセスをす

る必要もなくて、各所管で資料を多分お持ちだと思いますので、その辺もまた分かり次第

教えてください。 

○安田次長 ただいま小野委員のご意見、ごもっともな部分ございますから、これは今後

具体に委員会の運営の仕方というのを改めてまた整理をして、執行機関側ともそこは十分

に協議をして、やはりしっかりと効率的、効果的なペーパーレスの委員会運営ができるよ

うな、そういった形での取組を進めてまいりたいというふうに考えております。 

○小川局長 若干また補足をさせてください。 

 今、資料にございますように、想定しておりますのは全庁ＬＡＮの回線を独自に引っ張

る、この８階とか７階以外の階には既に常設をされているものを、この８階にも引っ張っ

てくるという、そういうイメージでございますので、それを引っ張ってこれるということ

は、常時業務で使う、例えば区議会事務局なら区議会事務局のファイルを自由に見れるよ

うな環境になるということでございますので、全庁ＬＡＮの回線を使うということによっ

て通常業務の使っている回線を使えるということでございますから、自由にその辺り、今、

想定されたような、事務局で執行機関が必要な資料というものは逐次見ながら、そしてな

おかつそれに加えてこのサイドブックスの資料も確認できるという、そういう環境になる

ということでございます。 

○小野委員 ありがとうございます。 

○大坂委員長 岩佐委員。 

○岩佐委員 いろんな事情で理事者の側の環境が足並みがそろうのがちょっと遅くなると

いうことは分かりました。で、ほかの議会でこのタブレットとかを持込みを使用している

議会が、理事者も議会側も全て同じ環境で同じクラウドで入ることを前提にスタートをさ

せているのか、それはそれぞれもちろん機関が違いますので、違う機関として、議会は議

会として、この審議に必要な、質疑に必要なものとしてのタブレットの使い方をしている

のか、ちょっとそこを分かりましたら教えていただけますか。 

○安田次長 そうですね、ほかの区の状況で申し上げますと、例えば、同じ第１ブロック

で港、新宿、こちらのほうは、それから近隣区で申し上げますと、文京ですとか台東、こ

ういったところにつきましては、千代田と同じこのクラウド、サイドブックスを使ってお

りまして、で、タブレットを議員の皆様に貸与していると。そして理事者のほうは、やは



令和 4年10月 4日 議会のあり方調査検討特別委員会（未定稿） 

６ 

 

り庁内ＬＡＮの環境でパソコンを使っているという状況でございまして、やはり先ほど申

し上げましたような、通信環境としては、区によっては、やはり議会の独自のＷｉ－Ｆｉ

で議員の皆様はご覧になっていて、理事者、執行機関側は庁内のＬＡＮで見るという、そ

ういった形を取っているというところでございます。ただ、状況的にはこのタブレットを

導入している区がかなりもう多数を占めておりまして、タブレットを導入していないとこ

ろは中央、墨田、荒川、板橋、練馬、この５区に限られるという状況でございます。 

○岩佐委員 うちの千代田区の様々な全庁ＬＡＮとかに関しての予算がほかに見劣りする

とは到底思えませんので、各区がそれぞれの状況に応じながらもこのタブレットの使用に

進んでいるということ、それは時代なんでしょうと思います。今回、総括質疑のほうで前

提的ながら議会のほうだけがタブレットを使うということで、これをちょっと皮切りに、

やはり使い方というのをもうちょっと議会側の持つ委員会だけでも増やしていきながら、

全庁ＬＡＮが整うのを、８階までもう整うのが何年後になるのか分かりませんけれども、

そこでこのタブレットの使用そのものを遅らせるわけにはいかないと思いますので、ぜひ

そこはこちらの委員会のほうでもちょっと引き続きご検討いただきたいと思いますが、い

かがでしょうか。 

○大坂委員長 基本的に、こちらの委員会に関してはもう実施していますし、これからも

やめるつもりはないので、最後、改選までこの状態で進んでいくと思います。その上で各

委員会に広げていければと思いながらやっておりますので、まずは、今回の予算・決算の

総括質疑での利用状況を見ながら、今後どのように広げていくのがいいのかというのは事

務局と相談しながら進めていければなというふうに私自身は思っておりますが、事務局は

どうでしょうか。 

○安田次長 まさにただいま大坂委員長がおっしゃられたとおりというふうに認識をして

おりますので、やはりなるべく現在のこの環境の中でも活用できるところについてはご活

用いただければというふうに事務局としても考えているところでございます。 

○大坂委員長 はい。よろしいですか。 

 この件について、ほかに何か質疑、ご意見ありますでしょうか。 

 よろしいですか。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○大坂委員長 それでは、この件については終了いたします。 

 次に（２）区議会ホームページのリニューアルについて、事務機から説明を受けます。 

○安田次長 それでは、区議会事務局資料２、区議会ホームページのリニューアルについ

て、こちらの資料をご覧ください。 

 本年６月のトップページのリニューアルを皮切りに、これまでの間、議会のホームペー

ジのリニューアル作業を続けてまいりまして、議員の皆様からもご意見等を頂戴して進め

てまいりまして、本年１０月３日月曜日から、新たなホームページを公開しているところ

でございます。 

 主な改善点といたしまして、統一的なＪＩＳ規格に適合させて、見やすさ、使いやすさ、

こういったものによりこれが改善が図られたと。そして、スマートフォン、またタブレッ

ト端末にも対応させたと。また、システム障害への早期発見、これが可能なように監視機

能を強化したと。さらに、デザイン、レイアウトですね、こういったものについても、よ
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り見やすく情報が探しやすいものへとレイアウトの変更等を図ったところでございます。 

 具体にこのページのコピーのイメージをおつけしてございますけれども、リニューアル

前のホームページですと、例えばメニューが重複したり、あるいは若干見づらい部分等も

ございましたので、そこをレイアウト等も含めて整理をいたしまして、閲覧数の多いペー

ジを見つけやすいように工夫をいたしました。このトップページからレイアウトをかなり

すっきりさせてアクセシビリティーを改善してより使いやすいものに見直しをしたという

ものでございます。 

 スマホ等でもより活用しやすい、そういったレイアウトになっておりますので、また今

後引き続きこちらのほうで運用を重ねてまいりまして、またご意見、ご指摘等ございまし

たら、そちらのほうを承りながらよりよいものに仕上げてまいりたいと。現段階ではリニ

ューアルがこのバージョンで一旦完了したというご報告でございます。 

 ご説明は以上でございます。 

○大坂委員長 はい。この件につきまして委員の皆様から何かご意見、ご質問等ございま

したらお願いをいたします。 

○大串委員 レイアウトはこれでいいんですけれども、細かいところになって恐縮なんで

すけど、前回も言ったかもしれないんですけど、議会図書室の検索がまだできないんです

けれども、これは新しくこのリニューアルして、中身の何というんですか。そういったと

ころ、どこが課題としてまだ残っていますよというようなところがあれば教えていただき

たいんですけど。 

○安田次長 議会図書室につきましては、そちらのほうを開けていただきますと、エクセ

ルのシートがご覧いただけるような形になりますので、そちらのほうでご覧いただくとい

うことでございます。 

○大串委員 あ、じゃあもう検索ができるようになったんですか。 

○安田次長 はい。検索ができるようになっております。 

○大串委員 あ、そう。それは一つの例なんですけども、ほかに課題として残っているこ

とがあれば教えていただきたいんです。 

○安田次長 今現在私どもが課題として積み残しをしているというものはないというふう

に認識をしております。 

○大串委員 あ、そうですか。分かりました。 

○大坂委員長 はい。 

 ほかにありますでしょうか。よろしいですか。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○大坂委員長 はい。それでは、この件については終了いたします。 

 次に、議場の多目的利用についてです。前回の委員会で議場の多目的利用の試行に関す

る要綱を委員の皆様にご確認いただき、その際に頂いたご意見を反映させた後、議場の多

目的利用の試行を８月中に実施をいたしました。利用状況や問合せ状況について、事務局

から説明をお願いいたします。 

○安田次長 前回の委員会で議場の多目的利用に関する要綱（案）をご確認を頂きまして、

その際に頂きましたご意見を踏まえて修正の上、各派協議会において報告をいたしました

後、この８月に運用をさせていただきました。議場の多目的利用の試行につきましては、
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区議会ホームページのトップページでもご案内をさせていただいたところでございますが、

残念ながら今回はご使用の申請、お問い合わせ等がございませんでした。なお、引き続き

この議場の多目的利用のルールにつきましては、最終的には各派協議会等で議員の皆様に

ご確認をしていただいて運用をしていただくということになると考えますが、また来年の

夏に向けて利用の対応者の拡大等も含めまして、利用条件の緩和などをご検討いただく必

要もあるかと存じます。 

 ご説明は以上でございます。 

○大坂委員長 はい。議場の多目的利用について説明を受けました。この点につきまして

委員の皆様からご意見等ございましたらお願いをいたします。 

○岩佐委員 今のご説明ですと、何というか、今年の運用の仕方ですと、各派協に参加し

ている人しか公開ということを知らないわけですから、各派協議会でという、公開されて

いないものでの周知については、これは周知ではございませんので、利用ができなかった

ので、利用につながらなかったので、利用条件の緩和とか見直しという段階ではないと思

うんですね。まず最初で厳格でもいいので、とにかくきちんとご案内を一般にして、その

上で利用のしやすさ、しにくさ、利用状況ということをもう一度検証していただきたいと

思うんですけども、来年からの周知方法についてはいかがでしょうか。 

○安田次長 岩佐委員のご指摘は全くごもっともというふうに認識をしております。周知

につきましては、先ほど各派協と併せて千代田区議会のホームページのほうでもご案内を

したというふうに申し上げましたが、今回はどうしても期間がかなり限られた期間の中で

のそういった周知ということでございましたので、改めて今後のより丁寧な周知について

も引き続きそこは具体に検討はしてまいりたいと思います。 

○岩佐委員 以上です。 

○大坂委員長 ほかにありますでしょうか。 

○西岡委員 私も周知不足でこの結果なのかなというふうに思っているんですけれども、

他区の周知方法も研究なりして、ご意見を伺いながら、ぜひ広報のほうにも載せていただ

くとか、その時期になれば。徹底した周知をしていただいてこそこういったものが生かさ

れると思うので、ご検討をよろしくお願いいたします。いかがでしょうか。 

○安田次長 ただいまの西岡委員のご指摘、例えば他区で既にこういった議場の多目的の

使用を実施しているところのそういった活用例、周知方法ですね、そういったものについ

ても調査をいたしまして、やはりより積極的に周知が図れるような、そういった形で展開

をしてまいりたいと思います。 

○西岡委員 ぜひお願いします。例えば子ども議会でしたら対象が子どもたち、生徒・児

童なわけで、そういう学校とかにもお知らせするとか、そういう工夫もぜひ凝らしていた

だきたいと思いますが、そういう連携はいかがでしょうか。 

○安田次長 その辺も含めて、やはりその周知もいわゆる全体像をきちんと整理をいたし

まして、例えば教育委員会ですとか、そういったところにも働きかけをしていくような、

そういった点についても併せて具体に検討はさせていただきたいと思います。 

○西岡委員 はい。よろしくお願いします。 

○大坂委員長 ほかにありますでしょうか。よろしいですか。 

 この件に関しては、やはりスケジュール的なところも問題かとは思っています。７月、
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８月に使用していただくんであれば、少なくとも１か月、２か月前には全て告知をできる

ような形が望ましいのかなと思います。来年度に関しては改選もありますので、なかなか

スケジュールを取るのは難しいかとは思いますけれども、その先手先手で計画を立てて進

めていっていただければなと思っていますので、よろしくお願いをいたします。 

 では、この点については以上で終わります。 

 次に、（４）子ども議会についてです。前回の委員会で他区の子ども議会開催状況に関

する資料をお示しいたしましたが、その後、何か追加の情報があれば、事務局から説明を

受けたいと思います。 

○安田次長 子ども議会の開催につきましては、練馬区が８月１日、２日に開催済みでご

ざいまして、また現時点では豊島区が１２月中の日曜日に開催予定、また墨田区が１２月

中旬の開催予定とのことでございまして、開催日程が決定している区が１２月５日の港区、

そして１２月２３日の葛飾区のみでございます。 

 なお、改めて確認をいたしましたところ、昨年、区議会主導で中学生議会を開催した江

戸川区は、今年度開催予定はないということでございました。 

 ご説明は以上でございます。 

○大坂委員長 はい。他区の子ども議会の状況についての説明を受けました。前回までの

委員会でもお話ししたとおり、他区の子ども議会を視察をするということについて、日程

が合うというところがありましたら先方に打診をしてみたいとは思っております。現状で

ちょっと、１２月５日、２３日というのがなかなか難しいということですかね、ここにつ

いては。その点はどうでしょうか。事務局のほうは何かご意見ありますか。 

○安田次長 これは、こちらはまだ具体に先方の区のほうに視察といいますか、こちらの

子ども議会のほうを見たいという申入れをしておりませんので、今後またご希望等を頂き

ましたら、そこは調整を図らせていただきたいと思います。 

○大坂委員長 はい。ありがとうございます。 

 この点を踏まえて、この件について皆様からご意見がありましたらお伺いいたします。 

○永田委員 この表を見ますと、１回もしくは数回開催したものの、その後なしというと

ころが結構多いことを見ると、多分恐らく開催することそのものが目的になってしまって

いて、次回以降それほど要望がなかったとか、あと、こういったものは、我々が、議会が

主体になって議会を知ってもらうのか、児童・生徒たち、各学校から要望があってこうい

ったものを行うのかというのによっても変わってくると思いますが、その点についてどう、

分かるところで教えてください。 

○安田次長 これ、例えば他区のこの所管のところをご覧いただきますと、議会主導でな

く、執行機関側、あるいは教育委員会側の所管というところが区によってはございますの

で、やはり開催の場合のいわゆる趣旨、目的といいますか、そういったことも含めて、最

近、この開催後、その後継続されていないような区について、その辺の状況といいますか、

課題等についてはまた引き続きちょっと調査といいますか、そういったものはさせていた

だいた上、また改めてご報告はさせていただきたいと思います。 

○永田委員 開催内容によっては、例えば各学校で議論すればいいということもあるのか

なと思います。例えば子どものインターネットに関するルールというのは、学校内で子ど

もたち、児童・生徒が検討する。あるいはほかの学校と一緒に学校の連携の中でこういっ
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た議論をするというのも一つ大切なのかなと思いますが、そもそも議会で子どもたちを集

めて何かしないといけないという理由というのが、あまりこれを見るとはっきりしない。

我々の自己満足になってしまう。というのは、そうなってしまったら意味がないので開催

されなくなってしまうという、前提条件をもっと考えていかないといけないと思いますが、

どうでしょうか。 

○安田次長 やはり一つには、この子ども議会を開催する目的といいますか、テーマも含

めて、どのような視点でこれを開催するのかといったことも当然前提として重要なことと

認識をしておりますので、議会がこれを開催する場合に、どういったテーマで、趣旨でこ

れを開くかという、そこは当然ここはしっかりと押さえた上で開催をしていただく必要が

あるというふうに認識をしております。 

○永田委員 ここはあまり掘り下げても切りがないんで、これで終わります。 

○大坂委員長 ほかにご意見ございますでしょうか。 

○大串委員 子ども議会、ぜひ開催できるように視察に１回行きましょうということで前

回もそうなったと思うんで、あとは具体的な日程を事務局のほうで調べてくれたので、あ

と、この委員会としてじゃあ視察に行こうとなったら日程調整しますよということですの

で、私としては、ぜひ、１回視察、現場を見て、何というかな、よさとか、また感じてい

きたいので、ぜひお願いしたいと思っています。 

○大坂委員長 はい。その件については事務局は。お願いします。 

○安田次長 委員の皆様のご要望ということでございましたら、そこは改めて先方にも申

入れといいますか、依頼をさせていただくものでございます。 

○大坂委員長 日程が２日間今のところ見えているところでありますので、ここで不都合

がないようでしたら打診をするように調整はしていきたいとは思いますので、よろしくお

願いをいたします。 

 この件については、ほかにございますでしょうか。 

 よろしいですか。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○大坂委員長 はい。それでは、次の項目に移ります。 

 次に、（５）番、議会改革に関する勉強会の開催についてです。大変時間がかかってし

まいましたが、勉強会の講師を引き受けていただける方が見つかりましたので、そのご報

告をいたします。関東学院大学法学部准教授の牧瀬稔氏に決まりました。他自治体の審議

会の会長や委員会委員等を多数兼任されているなど非常にお忙しい方だというふうに聞い

ております。先方のご都合と合う日程が１２月上旬というところでありますので、その時

期に開催できるように、今、準備を進めさせていただいているというところです。 

 ちょっと暫時休憩いたします。 

午前１１時１５分休憩 

午前１１時１８分再開 

○大坂委員長 委員会を再開いたします。 

 本件、勉強会の開催についてはよろしいでしょうか。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○大坂委員長 はい。ありがとうございます。 
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 それでは、本日も様々な意見を頂きましたので、調整して次回の委員会までにまたお示

しをして進めていければと思っておりますので、よろしくお願いをいたします。 

 １番の項目について、これでよろしいでしょうか。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○大坂委員長 はい。 

 それでは、次、日程２、その他につきまして、委員の皆様から何かございますでしょう

か。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○大坂委員長 事務局から何かありますでしょうか。 

○安田次長 ございません。 

○大坂委員長 ありがとうございます。 

 次に、日程３、閉会中の特定事件継続調査事項について、閉会中といえども委員会が開

催できるよう議長に申入れをしたいと思いますが、よろしいでしょうか。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○大坂委員長 はい。では、以上をもちまして議会のあり方調査検討特別委員会を閉会い

たします。お疲れさまでした。 

午前１１時１９分閉会 


